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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】  連続繊維を複数束ねた繊維束を、繊維強

化複合材料、樹脂、金属、セラミックスなどの母材によ

って一体化、複合化した構造のひずみ測定センサーであ

って、前記連続繊維は、各々その表面に絶縁皮膜層が形

成され、前記繊維束中の各繊維間を絶縁してなり、ひず

みの増大に伴う前記連続繊維の逐次破断を、電気抵抗の

変化により測定することによって、ひずみを、計測、且

つ記憶することを特徴とするひずみ測定センサー。

10【請求項２】  前記繊維束を母材となる繊維強化複合材

料、樹脂、金属、セラミックスなどの材料中に、埋め込

むことによって一体化したことを特徴とする請求項１記

載のひずみ測定センサー。

【請求項３】  前記繊維束を母材となる繊維強化複合材

料、樹脂、金属、セラミックスなどの材料で挟み込み、

ホットプレスにより成形することにより一体化、複合化

した特徴とする請求項１記載のひずみ測定センサー。

【請求項４】  前記連続繊維に、熱処理又は化学処理を

施すことによって、短繊維の絶縁被覆及び繊維束の強度

分布を調節し、且つ、該連続繊維を束ねた繊維束を、単

数、もしくは複数組み合わせることによって、全体の連

続繊維の強度分布を制御することを特徴とする請求項１

～３何れか記載のひずみ測定センサー。

【請求項５】  前記連続繊維が炭化ケイ素系繊維である

10 請求項１～４10 何れか記載のひずみ測定センサー。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、構造物、もしくは

材料のひずみを測定するためのひずみ測定センサーに関

する。
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【０００２】

【従来の技術】従来の金属箔式ひずみゲージや、光ファ

イバを用いたひずみ測定センサーは、構造物、もしくは

材料にセンサーを貼付、あるいは埋め込んで、特殊な計

測器を用いて、ひずみをリアルタイムで計測するもので

ある。このようなひずみ測定センサーは、過渡的なひず

みの履歴を計測するのに適しており、広く産業に供され

ている。しかしながら、これらのセンサーは、リアルタ

イム計測が基本であり、構造物、もしくは材料が、実際

10の使用環境下で受けた最大ひずみの履歴を測定すること

が困難であるという課題があった。また、従来の金属箔

式ひずみゲージや、光ファィバ式ひずみ測定センサー

は、ＦＲＰのような材料に埋め込むためには、寸法が大

きく、且つ機械的な特性や、製造加工性を阻害する可能

性があるという問題があった。

【０００３】一方、複合材料が、実際の使用環境下で受

けた最大ひずみ履歴を測定するための方法として、例え

ば、繊維強化複合材料における微視的損傷進展に伴う繊

維破断と電気抵抗変化を利用した測定方法に関する研究

20が報告されている。（例えば、特開平１１－２１７８９

３号公報、Ｎ．Ｍｕｔｏｅｔａｌ．，Ｊ．Ａｍ．Ｃｒｅ

ａｍ．Ｓｏｃ．，７６［４］，８７５―７９（１９９

３），朴  宰範他、日本機械学会第８回機械材料・材料

加工技術講演会講演論文集  ｐ．２ｌ９―２２０  等参

照）

【０００４】これは、応力の増大に伴う炭素繊維の電気

抵抗増大と、繊維の逐次破断に伴う電気抵抗の変化か

ら、ひずみ、もしくは微視的損傷を測定する方法であ

る。ところが、この方法では、炭素繊維間の接触による

30導電パス形成により、センサーの測定精度、測定ばらつ

き、再現性、分解能が低く、且つ、電気抵抗と繊維破断

率との関係を決定付けるための理論的な解析が複雑であ

るという問題があった。また、炭素繊維の破断が発生す

るのは、高ひずみ領域であることから、ひずみの測定可

能な範囲が、高ひずみ領域に限定されてしまうという問

題があった。

【０００５】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、そのような

状況に鑑みてなされたもので、小型、軽量で、取り扱い

40性に優れた高性能なひずみ測定ができ、かつ最大ひずみ

の履歴が測定可能なひずみ測定センサーを提供すること

を目的とするものである。

【０００６】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決する本発

明のひずみ測定センサーは、連続繊維を複数束ねた繊維

束を、繊維強化複合材料、樹脂、金属、セラミックスな

どの母材によって一体化、複合化した構造のひずみ測定

センサーであって、前記連続繊維は、各々その表面に絶

縁皮膜層が形成され、前記繊維束中の各繊維間を絶縁し

てなり、 50ひずみの増大に伴う前記連続繊維の逐次破断

を、電気抵抗の変化により測定することによって、ひず

みを、計測、且つ記憶することを特徴とするものであ

る。  

【０００７】前記連続繊維を複数束ねた繊維束を一体化

・複合化する方法としては、繊維束を母材となる繊維強

化複合材料、樹脂、金属、セラミックスなどの材料中

に、埋め込むことによって一体化する方法、あるいは前

記繊維束を母材となる繊維強化複合材料、樹脂、金属、

セラミックスなどの材料で挟み込み、ホットプレスによ

10 り加圧成形することにより一体化・複合化する方法など

が採用できる。また、前記連続繊維の表面に、熱処理、

化学処理、コーティング処理等を施すことによって表面

層を形成し、これを繊維束中に存在する各々の繊維間の

絶縁皮膜とすることにより、繊維接触がなくなり、繊維

破断後の導電パスが形成されることがなくなり、測定精

度の高いひずみ測定センサーを得ることができる。

【０００８】さらに、前記連続繊維に、熱処理又は化学

処理を施すことによって、単繊維強度分布を調節し、且

つ、該連続繊維を束ねた繊維束を、単数、もしくは複数

20 組み合わせることによって、全体の連続繊維の強度分布

を制御することができるので望ましい。その際、強度分

布の異なる２種類以上の繊維束を用いることによって、

幅広いひずみ領域で適用可能なひずみ測定センサーを用

いることができる。また、本発明に用いる連続繊維は、

特に限定されないがある程度の導電性を有しているのが

望ましく、炭化ケイ素系繊維等が好適に適用できる。

【０００９】

【発明の実施の形態】本発明のひずみ測定センサーは、

連続繊維を複数束ねた繊維束を、樹脂、金属、セラミッ

30 クスなどの母材によって一体化、複合化した構造とし、

ひずみの増大に伴う連続繊維の逐次破断を該構造体の電

気抵抗の変化として測定するもので、連続繊維の導電性

を利用するため、繊維としては、ある程度の導電率を有

していることが望ましいが、計測可能な範囲であれば、

導電率の値については、特に限定されない。

【００１０】また、繊維の強度分布を利用して、ひずみ

履歴を計測するため、繊維数は、複数であることが必要

であるが、具体的な繊維数についても限定されない。そ

して、本発明では、連続繊維の表面に、熱処理、化学処

40 理、コーティング処理等を施すことによって表面層を形

成し、これを繊維束中に存在する各々の繊維間の絶縁皮

膜とすることによって、より分解能の高いセンサーを形

成することが可能となる。繊維表面に絶縁皮膜を形成し

ない場合、繊維接触による導電パスが形成され、これら

の導電パスはセンサーの測定精度、測定ばらつき、再現

性、分解能を低下させる要因となるとともに、理論的な

解析が複雑となる。

【００１１】繊維表面に絶縁皮膜を形成することで、セ

ンサーの性能を著しく向上させることが可能となる。絶

50 縁皮膜の形成方法としては、例えば、炭化ケイ素系セラ

( 2 ) 特許第３４８２４６８号
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ミックス繊維であれば、表面の熱酸化、ゾルゲル法やＣ

ＶＤ法などによる絶縁皮膜層の形成が、そして、炭素繊

維であれば、表面の炭化珪素化と熱酸化の複合処理、表

面の炭化硼素化と熱酸化の複合処理、ゾルゲル法やＣＶ

Ｄ法などによる絶縁皮膜膚の形成など様々な方法が考え

られるが、具体的な方法については特定されない。

【００１２】本発明では、上述したように、連続繊維

が、ひずみが大きくなるのにつれて逐次破断する現象

を、電気伝導度の変化によって測定している。そのた

10め、測定可能なひずみ範囲は、センサーの中に含まれる

繊維の体積率、および繊維の単繊維強度分布によって決

定される。連続繊維の単繊維強度分布は、繊維に、例え

ば、熱処理や化学処理等を施すことによって制御するこ

とが可能である。また、このようにして制御された繊維

束を複数組み合わせることによって、繊維の強度分布を

高度に制御することも可能である。これによって、広い

ひずみ領域に対応したセンサーや、狭いひずみ領域で高

感度なセンサーなど、様々な仕様を有するセンサーを設

計することが可能となる。

20【００１３】

【実施例】以下、本発明のひずみ測定センサーを実施例

に基づきより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施

例に限定されるものではない。表１は、本発明の実施例

１～７及び比較例に係るひずみ測定センサーの諸特性を

示す。

【００１４】（実施例１～６、比較例）

実施例１～６及び比較例に係るひずみ測定センサーは、

構造物、もしくは材料に貼付して使用することを前提と

したフィルム型センサーに関し、その構成は図１の概念

図に示す通りとなっている。図中、１はひずみ測定セン

サーを示し、２は連続繊維を複数平板状に並べた繊維束

で、３は絶縁ベース、４は平板状繊維束２の両端にスパ

ッタリング等により設けられた電極である。これらの実

施例において連続繊維としては、微量のＴｉを含むＳｉ

－Ｃ－Ｏ組成を有するセラミック繊維（宇部興産（株）

製、商品名チラノＬｏｘ－Ｍグレード、直径約１１μ

10 ｍ）を使用した。また、絶縁ベースとなる母材として

は、ポリイミド樹脂を採用してある。

【００１５】比較例は、炭化ケイ素系繊維を、そのまま

使用したもので、実施例１は、繊維に対して、空気中、

１０００℃で、１時間の酸化処理を行い、表面に酸化物

皮膜を形成した例である。また、実施例２～５は、空気

中、１０００℃で、１時間の酸化処理を行った後、更

に、アルゴンガス中で熱処理温度・熱処理時間を変えて

熱処理を行って、表面を酸化させずに繊維の強度を制御

した例である。表１中に、各実施例における繊維の強度

20 分布をゲージ長さ５ｍｍの場合における繊維のワイブル

係数（尺度母数、形状母数）で示しているが、これらの

熱処理によって、繊維の強度分布を詳細に制御すること

が可能となることが分かる。実施例６は、表１中の実施

例２および実施例５で作成した繊維を、同比率で使用

し、一体化してセンサーとしたものである。

【００１６】

【表１】

( 3 ) 特許第３４８２４６８号
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【００１７】このようにして得られた繊維束（本数８０

０本）を一方向に配列し、これを絶縁材料である熱可塑

50性ポリイミドフィルムで挟み込んだ後、３７０℃に加熱

したホットプレスを用いて加圧成形した。このようにし

て作られた炭化ケイ素系繊維／ポリイミド複合材の繊維

50 体積率は１０％である。そして、得られた一方向の複合

( 4 ) 特許第３４８２４６８号
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材を、幅２ｍｍ、長さ５ｍｍに切断し、スパッタリング

による電極４を施して、図１に示すようなひずみ測定セ

ンサー１を試作した。得られたひずみ測定センサーの弾

性率は、約２２ＧＰａであった。

【００１８】以上のようにして得られたひずみ測定セン

サーの特性を、以下の方法によって評価した。試作した

ひずみ測定センサー、および比較のため市販の金属箔式

ひずみゲージを、シアノアクリレート系接着剤を用い

て、幅１０ｍｍ、厚さ４ｍｍ、長さ２００ｍｍのステン

10レス（ＳＵＳ３０４）製引張り試験片に接着し、油圧サ

ーボ式材料試験機を用いて、引張り試験片に対して引張

り荷重を印加しながら、実施例及び比較例のひずみ測定

センサーの電極間の電気抵抗を、デジタルマルチメータ

を用いて計測した。

【００１９】その結果、実施例１～３及び比較例に係る

ひずみ測定センサーにおいて得られたひずみ（％）と電

気抵抗変化率の関係は、図２に示すような特性を示し

た。ここで、電気抵抗変化率とは、初期値の電気抵抗値

（Ｒ０）に対する計測時のひずみ状態における電気抵抗

20値（Ｒ）の比（Ｒ／Ｒ０）である。炭化ケイ素系繊維

は、破断前にも、ひずみの増大とともに電気抵抗が大き

くなり、低ひずみ領域で、緩やかな電気抵抗変化率の増

加が認められるが、繊維破断が開始すると、電気抵抗変

化率は著しく増大する。

【００２０】比較例では、繊維が完全に破断しても電気

抵抗変化率は、３～４程度であり、センサーとしての測

定感度が低い。また、繊維破断に伴う抵抗変化も少な

く、分解能も低い。それは繊維が完全に破断しても繊維

間の接触による導電パスが形成されてしまうためであ

30る。このように、繊維間の導電パス形成は、センサーの

測定精度、測定ばらつき、再現性、分解能が低下する原

因となる。

【００２１】これに対して、実施例１に示すように、繊

維表面に絶縁皮膜を形成することで、ひずみの増大に伴

う電気抵抗率変化は著しく大きくなり、結果として、セ

ンサーの感度と分解能を著しく向上させることが可能と

なる。実施例１では、絶縁皮膜の形成方法として熱酸化

処理を行っているが、当然のことながら、表面絶縁被膜

の形成方法としては、これに限定されるものではなく、

40ゾルゲル法やＣＶＤ法などによる酸化物コーティングな

ど様々な方法を適用することができる。

【００２２】電気抵抗の増大が、繊維破断のみによって

引き起こされると考えると、電気抵抗変化率の逆数（Ｒ

０／Ｒ）と、対象とするゲージ長さに対する繊維の累積

破断確率Ｆ（σ）の間には、以下の関係が成り立つ。

Ｆ（σ）＝１－Ｒ０／Ｒ

多くの炭素繊維、およびセラミックス繊維では、対象と

するゲージ長さ（Ｌ）に対する繊維の累積破断確率Ｆ

（σ）は、２母数のワイブル分布によって表すことがで

50きる。このとき、繊維の累積破断確率Ｆ（σ）は、繊維

のワイブル係数（尺度母数：σ０、形状母数：ｍ）を用

いて、数式１で表すことができる。

【００２３】

【数１】

【００２４】図３は、以上の観点から、実施例１～５及

び比較例に係るひずみ測定センサーにより得られたひず

10 み（％）と（１－Ｒ０／Ｒ）の関係を、プロットした図

である。なお、図３では、破断前に生じるひずみの増大

に伴う繊維の電気抵抗の変化については差し引いて示し

てある。この図からも明らかなように、（１－Ｒ０／

Ｒ）の値が、０．０５以下、および０．９５以上では、

ひずみの変化に伴う（１－Ｒ０／Ｒ）の値の変化が小さ

く、センサーの精度が低下する。そのため、ここで試作

したセンサーについては、（１－Ｒ０／Ｒ）の値が、

０．０５～０．９５の範囲を、センサーの保証範囲とし

た。

20 【００２５】繊維破断検出型のセンサーでは、繊維の強

度分布が、センサーの測定範囲を決定する。そのため、

市販の炭化ケイ素系繊維を、そのまま使用した場合で

は、ひずみ測定範囲が、高ひずみ領域で、且つ狭い範囲

に限定される欠点がある。この欠点を解消するため、実

施例２～５は、表面に酸化皮膜を形成した炭化ケイ素系

繊維に対して、更に、アルゴンガス中で高温熱処理を行

うことにより、繊維の強度を制御しながら低下させてセ

ンサー化したものであり、これによってセンサーの測定

ひずみ範囲が制御可能となり、広範囲のひずみ測定が可

30 能なひずみ測定センサーを得ることができた。

【００２６】実施例６では、強度分布の異なる２種類の

繊維束を用いることにより、幅広いひずみ領域で適用可

能なひずみ測定センサーとしたものである。図４に、実

施例７に係るひずみ測定センサーにより得られたひずみ

（％）と電気抵抗変化率（Ｒ／Ｒ０）の特性を示してい

る。この実施例のような繊維強度分布の異なるｋ種類の

繊維束を用いたセンサーにおける繊維の累積破断確率

は、次の数式２で表すことができる。

【００２７】

40 【数２】

この関係式を用いることで、ひずみ測定範囲の異なるセ

ンサーを設計することができる。

50 【００２８】（実施例７50 ）

( 5 ) 特許第３４８２４６８号
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図５は、本発明の実施例８を模式的に示したものであ

り、ひずみ測定センサーを埋込型センサーとして適用し

た場合を示す。本実施例に係るひずみ測定センサー５

は、該測定センサーを構成する繊維束９を構造物、もし

くは材料に埋め込んで使用する埋込型センサーに関し、

図中６は、センサーとしての連続繊維を複数束ねた繊維

束９が埋め込まれた材料であり、本例では炭素繊維強化

複合材料（東レＴ８００Ｈ／３６３１）の積層板で構成

されている。複合材料の積層構成は、（０°／９０°／

10０°）の対称積層であり、図５に示すように、中央の９

０°層８に、本例では実施例１～７と同様、炭化ケイ素

系繊維からなる連続繊維を複数束ねた繊維束９を埋め込

み、両端に電極１０を形成してひずみ測定センサー５と

した。なお、複合材料の両側の積層７は、０°層であ

る。作成した実施例７のひずみ測定センサーの仕様は、

表１に記載した通りである。

【００２９】実施例７のひずみ測定センサーは、表１に

示す他のひずみ測定センサーと異なり、このひずみ測定

センサーにおけるゲージ長さは、後述する引張り試験に

20おいては、１００ｍｍとなり、これに対応して同じ熱処

理条件の繊維と比較すると、体積効果により平均強度

（ワイブル尺度母数）が小さくなっている。また、ひず

み測定センサーの繊維体積率は、ひずみ測定センサーの

弾性率が、複合材９０°層の弾性率に近い値となるよう

に、２％とした。

【００３０】炭化ケイ素系繊維を埋め込んだ複合材か

ら、厚さ２ｍｍ、幅１２．５ｍｍ、長さ２００ｍｍの引

張り試験片を得た。この試験片の両端５０ｍｍの位置に

ガラス繊維複合材料のタブを接着し、この部分を油圧チ

30ャックで固定して引張り試験を実施した。そのため、試

験片の平行部長さ、すなわちひずみ測定センサーのゲー

ジ長さは１００ｍｍとなる。

【００３１】本実施例に係るひずみ測定センサーの引張

り荷重を負荷した際の、複合材の公称ひずみ（％）と、

ひずみ測定センサーによるひずみ測定値（％）の関係を

図６に示す。この図に示すように、ひずみ測定センサー

の特性を反映して、ひずみ０．１％前後から、ひずみ測

定センサーを形成する炭化ケイ素系繊維の破断が始ま

り、電気抵抗の増大が認められた。そして、図に示され

40るように、ひずみ測定センサーで測定されるひずみは、

途中までは複合材の公称ひずみと一致するが、ひずみが

０．５５％を越えると、ひずみ測定センサーで測定され

たひずみ値が、公称ひずみよりも著しく大きくなる。こ

れは、複合材の９０°層に発生したマトリクスクラック

の開口による部分的なひずみ増大により、炭化ケイ素系

繊維の破断数が増大したことによる。このように、本実

施例に係るひずみ測定センサーは、単なるひずみ測定セ

ンサーとしての機能に加えて、損傷センシングセンサー

としての機能も有している。

50【００３２】また、実施例７ 50では、センサー化したもの

を複合材中に埋め込んでいるが、ひずみ測定センサーの

繊維を直接複合材中に埋め込んで一体成形することも可

能である。この場合には、ひずみ測定センサーによる機

械的特性への影響がほとんど無視できるため、損傷セン

シング、もしくはひずみ測定機能を有するスマート複合

材料を実現することが可能となる。

【００３３】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、

連続繊維を複数束ねた繊維束を、樹脂、金属、セラミッ

10 クスなどの母材によって一体化、複合化した構造とし、

ひずみの増大に伴う繊維の逐次破断を電気抵抗の変化を

測定することによって、ひずみを計測且つ記憶させるこ

とが可能な、小型・軽量で取り扱い性に優れたひずみ測

定センサーを得ることができる。また、本発明に係わる

ひずみ測定センサーは、連続繊維を複数束ねた繊維束

を、一体化、複合化する際に、繊維強化複合材料、樹

脂、金属、セラミックスなどの材料中に、これらの連続

繊維を埋め込むことによって一体化し、これらの繊維に

ひずみ測定センサーとしての機能をもたせることもでき

20 る。

【００３４】更に、本発明に係わるひずみ測定センサー

は、連続繊維の表面に、熱処理、化学処理、コーティン

グ処理等を用いることによって表面層を形成し、これを

繊維束中に存在する各々の繊維間の絶縁皮膜とすること

によって、繊維間の導電パスの形成を防ぎ、より分解能

の高いひずみ測定センサーを形成することができる。更

に、本発明に係わるひずみ測定センサーは、連続繊維に

熱処理や化学処理等を施すことによって単繊維強度分布

を調節し、且つこれらの繊維束を単数、もしくは複数組

30 み合わせることによって、繊維の強度分布を高度に制御

することで、広いひずみ領域に適用可能なひずみ測定セ

ンサーなど、様々な仕様を有するひずみ測定センサーを

任意に設計することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の実施例１～６及び比較例に係るひずみ

測定センサーの構成を説明するための概念図である。

【図２】本発明の実施例１～３及び比較例に係るひずみ

測定センサーにより得られたひずみ（％）と電気抵抗変

化率の特性を示す線図である。

40 【図３】本発明の実施例１～５及び比較例40 に係るひずみ

測定センサーにより得られたひずみ（％）と（１－Ｒ０

／Ｒ）の関係を示す線図である。

【図４】本発明の実施例６に係るひずみ測定センサーに

より得られたひずみ（％）と電気抵抗変化率（Ｒ／Ｒ

０）の特性を示す線図である。

【図５】本発明の実施例７に係るひずみ測定センサーの

構成を説明するための概念図である。

【図６】本発明の実施例７に係るひずみ測定センサーの

引張り荷重を負荷した際の、複合材の公称ひずみ（％）

50 と、ひずみ測定センサーによるひずみ測定値（％）の関

( 6 ) 特許第３４８２４６８号
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係を示す線図である

【符号の説明】

１、５  ひずみ測定センサー  

２、９  連続繊維束（炭化ケイ素系繊維等）

３  絶縁ベース

４、１０  電極

６  炭素繊維強化複合材料

７  炭素繊維強化複合材料の０°層

８  炭素繊維強化複合材料の９０°層

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】

( 7 ) 特許第３４８２４６８号
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